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中国税関、出入国者に対する PCR検査情報等の申告要求を取消 
 

 

1. 中国税関総署が 2022年 8月 25日にWeChat公式アカウントを通じて公布した情

報【1】によると、空港・港の疫病防止・コントロール情勢に基づいて、税関総署

は、2022年 8月 31日 0時に第 9版「中華人民共和国出/入国健康申告カード」の

適用を開始しました。第 9版は過去の版と比べ内容がより最適化されました。主

な変更点は次のとおりです。 

⚫ 出入国者の PCR検査情報や過去の感染状況、ワクチン接種日についての申告

要求を取消。 

⚫ 過去に出入国者が疑問に思いがちだった項目について改善または調整を行い、

出入国者の理解がしやすくなり、記入がより利便化。 

⚫ オンラインで「サンプリング・インフォームド・コンセント」を確定する機能

を追加し、出入国旅客の現場検疫プロセスの簡素化に一層の便宜が図られた。 

税関総署が記者の質問に対して行った回答によると、今回の健康申告カードの改

定は防止・コントロールの要求を緩和するのではなく、申告の効率を向上させる

ことが目的です。関連規定によると、旅客は入国時に税関の検疫を受け、入国後

に隔離医学観察を受けなければなりません（入国時の疫病・コントロールの要求

に実質的な変化はありません）。 

2. 2020年 1月 25日、税関総署は「出入国者の健康申告カード記入制度の再開に関

する公告」(2020年第 16号)を公布し、全国の空港・港で出入国者が「中華人民共

和国出/入国健康申告カード」を記入して健康の申告をする制度を再開しました。

現在、出入国健康申告の記入方式は 2種類あります。一つは電子申告で、入国す

る旅客は、搭乗手続時、搭乗前、到着後等のタイミングで、税関総署のWeChat

のミニプログラムとアプリをスキャンまたはダウンロードしてオンラインで健康

申告を行うことができます。もう一つは紙媒体の申告で、旅客は機内または旅客

向け通関手続通路にて紙媒体の健康申告カードを受け取ることができます。 

3. 健康申告カードの情報をありのままに記入することが重要です。最高人民法院、

最高人民検察院、公安部、司法部、税関総署が合同で発布した「国境衛生検疫業

務の更なる強化、国境衛生検疫妨害の違法犯罪の法による処罰に関する意見」

（2020年 3月 13日施行）では、刑法第 332条に規定された「国境衛生検疫妨害

罪」の関連法律適用問題が明確にされました。その中には次のものが含まれま

 
1https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNzE3MzE2NQ==&mid=2652910426&idx=1&sn=505e04184cdecf4c42766

db40e94b193&chksm=8cc2f018bbb5790e4c06d7977f645429fbce5479b19cdb87759a47873d750c82bd69e194d91a&

mpshare=1&scene=1&srcid=0826UGNwEH3JzlsUuK3jNkei&sharer_sharetime=1661469829774&sharer_shareid=8

21ebb1e82a797a13bf337694cdc0b3b&version=4.0.16.6007&platform=win#rd 
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す。検疫感染症の感染者又は感染症の疑いのある者は、健康申告カードをありの

ままに記入しない等の方法で感染状況を隠蔽した場合、又は検疫リスト、証明書

を偽造、塗り替え等の方法で情状を偽造する等の行為を行った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：上記情報は公開されている各種公式情報に基づき収集整理した情報であり、一般

的な参考情報として供することを目的としてのみ作成されものです。上記情報に含ま

れる内容は政策および法律改正等の要因により、通知なしに変更される可能性があ

り、その正確性および確実性を保証するものではなく、弊所は上記情報の全部又は一

部に起因するいかなる直接又は間接的な損失および損害に対して、いかなる責任も負

いません。 

 

上記情報に関するご不明点は、下記担当者までお問合せください。 

 

日本窓口  : 

黒田（東京） 

  

中国大陸窓口:  

中野（大連） 

坂口（上海） 
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